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条件
定額減税の対象者で、定額減税可能額が定額減税前の「令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得
割額」を上回り、減税しきれないと見込まれる人
※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円以下である場合に限ります

給付額 上記の減税しきれない額　※所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げて算出

案内 7月下旬に、支給対象となる納税義務者へ案内（支給確認書を同封）を送付しています

手続き
調整給付金の受給には、手続きが必要です。給付額および振込口座を確認（記入）し、支給確認書を提出してください。
公金受取口座の登録があり、同口座への振り込みを希望される場合は、電子申請（オンライン申請）が可能です。
詳細は届いた案内を確認してください　※締め切り日までに忘れずに手続きしてください

締切 2024（令和6）年10月31日㈭（当日消印有効）

問合
浜松市重点支援給付金コールセンター
☎0120-034-053　自動音声案内後「9番」を選択

（8：30 〜 17：15　土・日曜日、祝日を除く）

調整給付金調整給付金（定額減税しきれない人への給付金）（定額減税しきれない人への給付金）

新たな新たな低所得者世帯低所得者世帯に対するに対する給付金給付金

種類 住民税
均等割非課税世帯

住民税
均等割のみ課税世帯 【こども加算】

条件

2024（令和6）年6月3日に浜松市に住民票がある世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族だけの世帯などは、受給できません

令和6年度に新たに世帯全員が「令和6
年度住民税均等割非課税」となる世帯

令和6年度に新たに世帯全員が「令和6
年度住民税均等割非課税または均等
割のみ課税（定額減税前）」となる世帯

左記のどちらかに該当し、2024(令和6)
年6月3日に18歳以下の子供（2006(平
成18)年4月2日以降に生まれた子供)が
いる世帯

給付額 10万円（1世帯あたり） 5万円
（18歳以下の子供1人あたり）

案内 7月上旬ごろから対象と思われる世帯へ案内を送付しています

手続き
詳細は届いた案内を確認してください
※締め切りが迫っています。締め切りを過ぎると給付金を受け取ることができません。対象となる人はお早めに
手続きしてください

締切 2024（令和6）年9月30日㈪（当日消印有効）

その他

以下の場合はコールセンターに問い合わせてください
（１）離婚、死別などで、世帯の全員が新たに令和6年度住民税均等割非課税または均等割のみ課税世帯になった場合
（２）こども加算について、同一世帯に2024（令和6）年6月4日以降に生まれた子供がいる場合や、別世帯（単身で学

校の寮に入っている場合など）で扶養している子供がいる場合
（３）自分が対象だと思われるのに案内が届かない場合

問合
浜松市重点支援給付金コールセンター
☎0120-034-053　自動音声案内後「1番」を選択

（8：30 〜 17：15　土・日曜日、祝日を除く） 令和6年度 給付金

市

市

令和6年度 調整給付金
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職
員
募
集

会
計
年
度
任
用
職
員

（
介
護
認
定
調
査
員
）

 
介
護
保
険
課

☎
４
５
７
・
２
８
６
１

勤
務	

中
央
福
祉
事
業
所
長
寿
支
援
課（
中
央

区
役
所・東
行
政
セ
ン
タ
ー
）

任
用	

12
月
以
降

申
込	

直
接
ま
た
は
郵
送
で
介
護
保
険
課
へ

【
９
月
26
日
㈭
必
着
】

 

会
計
年
度
任
用
職
員

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 会

計
年
度
任
用
職
員

（
図
書
館
司
書
等
）

 

中
央
図
書
館

☎
４
５
６
・
０
２
３
４

内
容	

図
書
館
サ
ー
ビ
ス
業
務
全
般

勤
務	

①
中
央
図
書
館 

②
天
竜
図
書
館
③
春
野

図
書
館

条
件	

司
書
資
格
を
有
す
る
人
、図
書
館
に
お

け
る
職
務
経
験
が
５
年
以
上
あ
る
人

定
員	

①
6
人
程
度 

②
2
人
程
度
③
2
人
程
度

選
考	

11
月
18
日
㈪

任
用	

２
０
２
５（
令
和
７
）年
４
月
１
日
以
降

（
予
定
）

申
込	

直
接
ま
た
は
郵
送
で
中
央
図
書
館
へ

【
10
月
16
日
㈬
消
印
有
効
】

 

会
計
年
度
任
用
職
員

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 

会
計
年
度
任
用
職
員（
資
格
職
等
）

 

人
事
課

☎
４
５
７
・
２
０
８
１

内
容	

①
市
立
保
育
園
で
の
医
療
的
ケ
ア
児
看

護
師
業
務 

、②
く
ら
し
の
セ
ン
タ
ー
で

の
消
費
生
活
相
談
業
務
、③
本
庁・各
区

役
所・行
政
セ
ン
タ
ー
で
の
事
務
、小
中

学
校
で
の
学
校
事
務（
身
体・精
神
の
障

害
者
手
帳
、療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
る
人
）

定
員	

若
干
名

選
考	

①・②
10
月
3
日
㈭
、③
10
月
７
日
㈪

任
用	

11
月
以
降
。任
期
は
最
長
5
年（
週
30

時
間
勤
務
）

申
込	
直
接
ま
た
は
郵
送
で
人
事
課
へ【
9
月

26
日
㈭
消
印
有
効
】

 

会
計
年
度
任
用
職
員

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 会

計
年
度
任
用
職
員（
①
保
育
園
調

理
員 

②
学
校
給
食
員
）

 

幼
保
運
営
課

☎
４
５
７
・
２
５
３
９

内
容	

①
市
立
保
育
園
で
の
調
理
業
務（
一
部

用
務
業
務
も
有
） 、②
市
立
小
学
校（
細

江・三
ヶ
日
地
区
）で
の
調
理
業
務

定
員	

若
干
名

選
考	

10
月
27
日
㈰

任
用	

２
０
２
５（
令
和
７
）年
４
月
１
日
以
降

申
込	

直
接
ま
た
は
郵
送
で
幼
保
運
営
課
へ　

【
10
月
７
日
㈪
消
印
有
効
】

 

会
計
年
度
任
用
職
員

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 

会
計
年
度
任
用
職
員

（
非
常
勤
講
師・支
援
員
等
）の
登
録

 

教
職
員
課

☎
４
５
７
・
２
４
０
８

任
用	

２
０
２
５（
令
和
７
）年
４
月
１
日
以
降

問
合	

①
〜
④
教
職
員
課（
☎
４
５
７・２
４
０

８
）、⑤・⑥
教
育
支
援
課（
☎
４
５
７・２

４
２
８
）

申
込	

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
登
録
フ
ォ
ー
ム

ま
た
は
電
話
で
各
問
い
合
わ
せ
先
へ【
９

月
30
日
㈪
締
切
】。後
日
、面
接
を
実
施

 
会
計
年
度
任
用
職
員

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 

イベントスポーツ講座・教室そうだん けんこうおんがく こそだて 職員募集おしらせ

職種 資格など
① 非常勤講師 教員免許

②
発達支援教室支援員、学習
支援員、複式学級等支援員、
養護教諭補助員

教員免許を取得したことが
ある人

③
スクールヘルパー、図書館
補助員、校務アシスタント、
パート給食員

学校教育に理解があり意欲
がある人

④ 理科支援員 理科の知識・技術・経験があ
る人

⑤ 校内まなびの教室支援員
教員免許を取得したことが
ある人または学校教育の知
識・経験がある人

⑥ 外国人児童生徒教科指導員 教員免許

は、浜松市ホームページ市 は、検索エンジンから検索してください。



2024（令和6）年9月号

1415

職
員
募
集

浜
松
市
医
療
公
社
正
規
職
員

（
診
療
放
射
線
技
師
）

 

浜
松
医
療
セ
ン
タ
ー
人
事
課
人
事
係

☎
４
５
１
・
２
７
０
３

内
容	

浜
松
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
診
療
放

射
線
技
師
業
務

条
件	

診
療
放
射
線
技
師
の
資
格
を
有
す
る
人

任
用	

２
０
２
５（
令
和
７
）年
４
月
１
日

申
込	

郵
送
で
浜
松
医
療
セ
ン
タ
ー
人
事
課
人

事
係
へ【
９
月
20
日
㈮
必
着
】

⬇ 

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

 

浜
松
市
医
療
セ
ン
タ
ー
採
用
情
報

検
索

お
し
ら
せ

Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動（
社
会
貢
献
活
動
）

に
取
り
組
む
事
業
者
の
募
集

 

市
民
協
働
・
地
域
政
策
課

☎
４
５
７
・
２
０
９
４

　
C
S
R
活
動（
社
会
貢
献
活
動
）に
積
極
的
に

取
り
組
む
事
業
者
を
募
集
し
、表
彰
し
ま
す
。

対
象	

市
内
に
所
在
す
る
事
業
者

申
込	

自
薦
ま
た
は
他
薦
。必
要
書
類
を
郵
送

ま
た
は
直
接
、メ
ー
ル
で
市
民
協
働・地

域
政
策
課
へ【
10
月
11
日
㈮
必
着
】

 

Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
表
彰　

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 

病
院
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の

募
集

浜
松
市
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

☎
４
７
１
・
８
３
５
１

内
容	

入
院
患
者
の
案
内
、車
椅
子
で
の
移
送
、

花
壇
の
手
入
れ
、趣
味
を
生
か
し
た
活

動（
裁
縫
や
生
け
花
な
ど
）

条
件	

週
１
回
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
で

き
る
人

定
員	

７
人

期
間	

２
０
２
５（
令
和
７
）年
３
月
31
日
㈪
ま
で

申
込	

直
接
ま
た
は
電
話
、フ
ァ
ク
ス
、メ
ー
ル

で
浜
松
市
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

医
療
福
祉
相
談
室
へ（
☎
４
７
１・８
３

５
１
）

※
フ
ァ
ク
ス・
メ
ー
ル
で
の
申
し
込
み
は
、件

名
を「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
応
募
」と
し
、内
容
に「
氏

名・年
齢・住
所・連
絡
先
」を
記
載
し
て
送
付
し

て
く
だ
さ
い

⬇ 

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

 

浜
リ
ハ　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

検
索

令
和
７・８
年
度
の
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
の
定
期
審
査 

調
達
課

☎
４
５
７
・
２
１
７
３

日
時	

11
月
５
日
㈫
〜
29
日
㈮（
9
時
30
分
〜

16
時
）

対
象	

市
の
入
札
な
ど
に
参
加
を
希
望
す
る
人

※
２
０
２
3・２
０
２
４（
令
和
５・６
）年
度
入

札
参
加
資
格
者
名
簿
登
録
者
も
申
請
が
必
要

場
所	

入
札
室（
市
役
所
北
館
５
階
）

 

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
情
報　

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 

市
営
墓
所
の
利
用
者
募
集

 

市
民
生
活
課

☎
４
５
７
・
２
０
２
６

　
返
還
さ
れ
た
区
画
の
再
貸
付
を
行
い
ま
す
。

今
年
度
は
三
方
原
墓
園
、中
沢
墓
園
、舞
阪
吹

上
墓
地
、雄
踏
墓
地
、細
江
高
台
墓
地
が
対
象
で

す
。分
骨
目
的・複
数
区
画
へ
の
応
募
は
で
き
ま

せ
ん
。

対
象	

現
在
焼
骨
を
持
っ
て
い
る
市
民
で
、市

営
墓
所
を
利
用
し
て
い
な
い
人

期
間	

10
月
６
日
㈰
〜
23
日
㈬（
受
付
時
間
8

時
30
分
〜
17
時
15
分
）

申
込	

直
接
ま
た
は
郵
送
で
三
方
原
墓
園
管

理
事
務
所
へ【
10
月
23
日
㈬
消
印
有
効
】

※
募
集
案
内
な
ど
は
10
月
1
日
㈫
か
ら
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
お
よ
び
三
方
原
墓
園
管
理
事

務
所
で
配
布（
土・
日
曜
日
、祝
日
も
対
応
可
）。

各
区
役
所
、各
行
政
セ
ン
タ
ー
で
も
配
布（
土・

日
曜
日
、祝
日
は
除
く
）

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選

 

市
営
墓
所
再
貸
付　

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 天

竜
材
の
家
百
年
住
居
る

（
ス
マ
イ
ル
）事
業
費
補
助
金

 

林
業
振
興
課

☎
４
５
７
・
２
１
５
９

　
天
竜
材（
Ｆ
Ｓ
Ｃ
認
証
材
）で
家
を
建
て
る
と

最
大
50
万
円
の
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

問
合・申
込	
一
般
社
団
法
人
浜
松
地
域
材
利
用

促
進
協
議
会
へ（
☎
４
２
３・３
０
１
０
）

 

天
竜
材
の
家　

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 

家
具
転
倒
防
止
事
業（
補
助
事
業
）

の
募
集

 

危
機
管
理
課

☎
４
５
７
・
２
５
３
７

　
家
具
転
倒
防
止
用
の
器
具
取
り
付
け
業
者
を

市
か
ら
派
遣
し
ま
す
。

対
象	

高
齢
者
世
帯
、障
が
い
の
あ
る
人
の
世
帯
、

満
65
歳
以
上
の
人
、障
が
い
の
あ
る
人
お

よ
び
満
18
歳
未
満
の
人
の
み
の
世
帯

料
金	

取
り
付
け
作
業
代
は
無
料
。た
だ
し
器
具

代（
材
料
費
含
む
）は
申
請
者
の
負
担

申
込	

直
接
ま
た
は
郵
送
、フ
ァ
ク
ス
で
危
機

管
理
課
へ

 

家
具
転
倒
防
止
事
業

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 労

働
安
全
衛
生
法
関
係
法
令
が
改
正

さ
れ
ま
し
た

 

産
業
振
興
課

☎
４
５
７
・
２
１
１
５

　
国
内
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
化
学
物
質
の
中

に
は
、危
険
性
や
有
害
性
を
持
つ
物
質
が
多
く

あ
る
た
め
労
働
者
が
安
全
に
働
け
る
よ
う
に

化
学
物
質
規
制
が
あ
り
ま
す
。労
働
安
全
衛
生

法
関
係
法
令
の
改
正
に
よ
り
、今
年
４
月
か
ら

職
場
で
の
化
学
物
質
規
制
が
大
き
く
見
直
し
と

な
っ
て
い
ま
す
。

対
象	

市
内
事
業
者

問
合	

事
業
者
の
た
め
の
化
学
物
質
管
理
無
料

相
談
窓
口（
☎
０
５
０・
５
５
７
７・
４

８
６
２
）へ

⬇ 

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

 

ケ
ミ
サ
ポ

検
索
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都
市
計
画
原
案
の
閲
覧・公
聴
会

 

都
市
計
画
課

☎
４
５
７
・
２
３
７
１

　
都
市
計
画
決
定（
変
更
）に
関
す
る
都
市
計
画

原
案
に
つ
い
て
、皆
さ
ん
の
意
見
を
反
映
し
、よ

り
よ
い
計
画
に
す
る
た
め
に
、閲
覧・公
聴
会
を

開
催
し
ま
す
。

対
象	

①
国
立
大
学
法
人
浜
松
医
科
大
学

	

②
阿
蔵
山
地
区

《
閲
覧
に
つ
い
て
》

場
所	

①・②
都
市
計
画
課（
市
役
所
本
館
6
階
）

	

②
北
部
都
市
整
備
事
務
所（
な
ゆ
た
浜

北
３
階
）

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き
ま
す

期
間	

9
月
18
日
㈬
〜
26
日
㈭

《
公
聴
会
に
つ
い
て
》

日
時	

10
月
３
日
㈭
①
14
時
〜
②
15
時
〜

場
所	

浜
松
市
役
所（
北
館
１
階
１
０
２
会
議
室
）

申
込	

意
見
を
述
べ
た
い
人
は
、公
述
申
請
書

を
直
接
ま
た
は
郵
送
で
都
市
計
画
課
へ

【
9
月
26
日
㈭
消
印
有
効
】

※
傍
聴
希
望
者
は
直
接
会
場
へ

※
公
述
人
が
い
な
い
場
合
は
、公
聴
会
を
中
止

し
ま
す

 

都
市
計
画
決
定　

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 都

市
計
画（
生
産
緑
地
地
区
）案
の

縦
覧

 

緑
政
課

☎
４
５
７
・
２
５
６
５

　
都
市
計
画
の
変
更
に
あ
た
り
、都
市
計
画
法

の
規
定
に
基
づ
き
、都
市
計
画
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

期
間	

９
月
26
日
㈭
〜
10
月
10
日
㈭

場
所	

緑
政
課（
中
央
区
北
寺
島
町
）

 

都
市
計
画　
変
更　

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の
間
違
い

１
１
９
通
報
が
増
加
し
て
い
ま
す

 

情
報
指
令
課

☎
４
７
５
・
７
５
５
１

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
本
人
が
意
図
し
な
い

１
１
９
番
通
報
が
増
加
し
、消
防
車
や
救
急
車

が
必
要
な
人
へ
の
対
応
が
遅
れ
る
恐
れ
が
生
じ

て
い
ま
す
。ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
か
け
間
違

え
た
場
合
は
、電
話
を
切
ら
ず
に「
間
違
え
た
」

と
伝
え
て
く
だ
さ
い
。切
っ
て
し
ま
っ
て
も
、折

り
返
し
の
電
話
が
入
り
ま
す
の
で
、そ
の
旨
を

伝
え
て
く
だ
さ
い
。

 
浜
松 
１
１
９ 

間
違
い　

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 浜

松
市
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
の

防
災
ホ
ッ
と
メ
ー
ル
へ
の
登
録

 

危
機
管
理
課

☎
４
５
７
・
２
５
３
７

　
浜
松
市
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
の
防
災
ホ
ッ

と
メ
ー
ル
へ
の
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象	

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
持
っ
て
い
れ
ば
だ

れ
で
も
登
録
可
能

料
金	

登
録
は
無
料
。た
だ
し
通
信
費
は
登
録

者
の
負
担

 

浜
松
市
防
災
ホ
ッ
と
メ
ー
ル

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 

浜
松
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る

防
災
情
報
の
配
信 

危
機
管
理
課

☎
４
５
７
・
２
５
３
７

　
浜
松
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の
防
災
情
報
の
受

信
に
は
受
信
設
定
が
必
要
で
す
。

対
象	

Ｌ
Ｉ
Ｎ
E
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
人

条
件	

浜
松
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
お
友
達
登
録

す
る

料
金	

利
用
は
無
料
。た
だ
し
通
信
費
は
利
用

者
の
負
担

 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
防
災
情
報
の
配
信

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 「

浜
松
市
こ
ど
も
習
い
事
応
援
事
業
」

へ
の
参
画
事
業
者
の
登
録
募
集

 

子
育
て
支
援
課

☎
４
５
７
・
２
７
９
２

　
生
活
保
護
受
給
世
帯
お
よ
び
児
童
扶
養
手

当
全
部
支
給
世
帯
の
子
供
が
、学
習
塾
、家
庭
教

師
、ス
ポ
ー
ツ
活
動
、文
化
活
動
な
ど
の
習
い
事

に
通
う
費
用
の
一
部
を
ク
ー
ポ
ン
で
助
成
す
る

事
業
を
開
始
し
ま
す
。ク
ー
ポ
ン
が
利
用
で
き

る
民
間
教
育
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
登
録
を
受
け

付
け
ま
す
。

対
象	

小
学
４
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
の
児
童

に
習
い
事
な
ど
を
実
施
す
る
民
間
教
育

サ
ー
ビ
ス
事
業
者

問
合	
浜
松
市
こ
ど
も
習
い
事
応
援
事
業
運
営

事
務
局（
☎
０
８
０・
３
７
０
８・
３
９

８
6
）へ

 

こ
ど
も
習
い
事
ク
ー
ポ
ン

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 

イベントスポーツ講座・教室そうだん けんこうおんがく こそだて おしらせ 職員募集

広報プラスはままつを広報プラスはままつをAA
ア ン ド ロ イ ドア ン ド ロ イ ド
n d ro i dnd ro i dスマートスマート

フォン・タブレットで読んでいる人へフォン・タブレットで読んでいる人へ

　広報プラス

● 「広報プラスはままつ」Android版のアプリが新しく
なりました（古いアプリは8月末で更新を終了しました）
● 新しいアプリのダウンロードをお願いします
※ iOSアプリ（iPhone、iPad）はそのまま利用できます

10：1070％

新アプリ
ダウンロード

詳しくは、市公式ホームページをご確認ください 【問い合わせ先】
納付について… 税務総務課☎ 457-2261
課税内容について… 資 産 税 課  ☎ 457-2155

納税は便利な口座振替で

市税 納期限

309 月
令和６年度
第３期

は、浜松市ホームページ、市 は、検索エンジンから検索してください。
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お
し
ら
せ

は
ま
ま
つ
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
運
動

応
援
隊
の
募
集 

子
育
て
支
援
課

☎
４
５
７
・
２
７
９
３

　
児
童
虐
待
か
ら
子
供
た
ち
を
守
る
取
り
組
み

に
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
企
業
や
団
体
を
募
集

し
ま
す
。

対
象	

市
内
の
企
業・団
体
な
ど

 

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
応
援
隊

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 大

店
立
地
法
届
出
書
類
の
閲
覧

 

産
業
振
興
課

☎
４
５
７
・
２
２
８
５

店
舗
名
称	

ク
ッ
ク
マ
ー
ト
可
美
店（
変
更
）

期
間	

11
月
12
日
㈫
ま
で（
9
時
〜
17
時
）

場
所	

市
政
情
報
室（
市
役
所
北
館
2
階
）、南

行
政
セ
ン
タ
ー
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

⬇ 

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

 

大
店
立
地
法 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

検
索

い
っ
せ
い
草
刈
り
旬
間
に
ご
協
力
を

 

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
４
５
７
・
２
４
８
１

　
農
地
を
管
理
し
て
い
る
人
は
、適
正
か
つ
効

率
的
な
利
用
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。雑

草
が
繁
茂
し
て
い
る
農
地
は
草
刈
り
を
し
て
く

だ
さ
い
。

期
間	

９
月
14
日
㈯
〜
23
日
㈪

 

草
刈
り
旬
間　

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

 

健
康
増
進
課

☎
４
５
３
・
６
１
１
９

接種
期間

  10月1日㈫～2025（令和7）年1月31日㈮
  ※希望者は委託医療機関へ予約

助成
対象

 ①接種当日に65歳以上の市民
 ②接種当日に60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器または免疫
  機能に重い障がいがあり、身体障害者手帳などで確認ができる市民

費用

自己負担額：1,600円
  （助成は期間中1回限り、2回目以降は全額自己負担）
【生活保護受給世帯の人】
  9月末ごろに無料接種券を送付
【世帯全員が市民税非課税の人】
  事前の申請により無料接種券を発行。手続きは各健康づくりセンターへ
  ※接種後の払い戻しはできません

持ち物
  ①・② 接種券、住所と年齢を確認できるもの
  (マイナンバーカード、健康保険証など)
  ② 障がいの程度を確認できるもの (身体障害者手帳など)

問合：お近くの健康づくりセンター

中央健康づくりセンター ☎457-2891

中央健康づくりセンター（東）☎424-0125

中央健康づくりセンター（西）☎597-1120

中央健康づくりセンター（南）☎425-1590

浜名健康づくりセンター ☎585-1171

浜名健康づくりセンター（北）☎523-3121

天竜健康づくりセンター ☎925-3142

下記の場所で、顔写真の撮影から申請までをお手伝いする申請サポートを実施しています。
また、カードの受け取りについては時間外交付窓口も実施しています。ぜひご利用ください。

● 金曜日時間外交付（第3金曜日）
　受付時間 17：15 〜19：00
● 予約制 日曜日交付（第2日曜日）
　受付時間 9：00 〜11：45

　  ⬇詳細は市ホームページで確認

マイナンバーカード 時間外交付窓口
市

マイナンバーカード時間外交付窓口

● サポート会場
　区役所、行政センター、支所
　協働センター（※）
　※実施していない施設もあります

　　⬇詳細は市ホームページで確認
マイナンバー

カード
申請サポート

マイナンバーカード の申請サポート
市

申請サポート

問い合わせ先
マイナンバーカード
健康保険証利用について マイナンバーカード総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178

申請サポート・受け取りについて 市民生活課　戸籍住基担当 ☎457-2128

◎この記事に関するお問い合わせは、市民生活課（☎457-2128）へ　

マイナンバーカードの

申請サポート・時間外交付をしています

 

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

検
索

⬇
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

市
　 

マイナンバー
カード

時間外窓口


